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Ⅰ 個人情報保護制度の利用状況

個人の権利利益の保護を図り、個人の尊重に寄与するため、平成１３

年４月１日に秋田県個人情報保護条例（平成１２年秋田県条例第１３８

号）が施行されましたが、条例に基づく個人情報保護制度の利用状況は

次のとおりです。

１ 請求・開示等の状況

（１）文書による開示請求

平成２２年度の文書による開示請求は１６件で、その状況は次のと

おりです（取下げを除く。）。

請 求 開 示 請 求 に 係 る 担当課所 決定類型
年 月 日 個 人 情 報 の 内 容
H22.5.17 平成２１年度クリーニング師試験における試験 生活衛生課 全部開示

結果（科目別得点及び総合得点）
H22.6.3 平成２２年３月４日に行われたクリーニング師 生活衛生課 全部開示

試験における試験結果
H22.5.14 請求者の子が○○警察署で保護された時の請求 警察本部 部分開示

者に関する個人情報
H22.7.12 秋田県が東京都から取得した請求者に係る判定 福祉相談セ 全部開示

書 ンター
H22.9.3 請求者の子の一時保護処分について平成２１年 児童相談所 部分開示

４月１日から申請日までの、請求者の子に関す
る指導経過記録など、○○児童相談所が行った
家庭への援助に関する記録

H22.9.2 平成２２年１月１３日、○○警察署○○課に請 警察本部 部分開示
求者が出向いた時に作成された文書に記録され
ている請求者に関する個人情報

H22.9.2 被害届を提出するため○○警察署を訪問した時 警察本部 部分開示
に作成された文書

H22.9.2 ○○交番より警察署が請求者の自宅のアパート 警察本部 部分開示
を訪問したが、このことに関し作成された文書
（○○警察署に請求者が苦情の電話を入れたも
のも含む）

H22.9.2 自宅路上にて請求者が隣のアパートの５０代位 警察本部 部分開示
の女性に罵声を浴びせられ、その本人が呼んだ
と思われるパトカーが１台到着、その本人がパ
トカーに乗せられ○○警察署に連行された事に
関し作成された文書

H22.9.14 請求者が○○児童相談所職員２名が張り付いて 警察本部 部分開示
いることで、○○警察署の職員に来てもらった
際のことがわかる文書

H22.11.26 ○○技術専門校平成２３年度入学生高卒コース 技術専門校 部分開示
２年課程一般入校選考における、各教科の請求 非開示
者の得点数、なぜ請求者の面接の点数がそうな
のか、各教科における請求者の順位

H22.12.13 ○○病院に医療保護入院したときの記録 山本地域振 全部開示
興局福祉環 部分開示
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境部
H22.12.17 女性相談所において通訳を通して請求者が聴取 女性相談所 全部開示

された内容についての記録
H22.9.3 自宅周辺で不審な車を見かけることについて不 警察本部 部分開示

快だと相談したときの相談記録
H22.9.3 請求者が実家へ行かなければならない都合があ 警察本部 部分開示

り、長男を一緒に連れて行けないかもしれない
ので、自宅付近を巡回してほしい、危険人物が
請求者の留守中に子供に危害を加えるのではな
いかと、相談した時の記録

H22.9.3 請求者の長男が自宅に帰ってこないことで○○ 警察本部 部分開示
警察署へ届出をしに来ましたが、その後自宅に
帰ってきたので、長男を連れて同署を訪れたと
ころ、長男の写真を撮られた。これらの状況の
分かる記録。

（２）簡易による開示請求

平成２２年度の簡易開示請求の状況は次のとおりです。

開示請求は5,674件で、すべて開示をしています。

請求内容では、公立高等学校入学者選抜学力検査が5,238件で全体の

約92.3％を占めています。

試 験 等 の 名 称 担当課所等名 開示件数 開示した内容

秋田県職員採用大学卒業程 人事委員会 ３４ 不合格者に係る総合得点

度試験第１次試験 及び総合順位

秋田県職員採用大学卒業程 〃 ３５ 受験者に係る総合得点及

度試験第２次試験 び総合順位

秋田県職員採用高校卒業程 〃 １ 受験者に係る総合得点、

度試験第２次試験（特別公 試験種別得点及び総合順

募・電気） 位

秋田県職員採用短大卒業程 〃 １８ 不合格者に係る総合得点

度・高校卒業程度試験第１ 及び総合順位

次試験

秋田県職員採用短大卒業程 〃 ６ 受験者に係る総合得点、

度・高校卒業程度試験第２ 試験種別得点及び総合順

次試験 位

秋田県警察官Ａ、女性警察 〃 ４ 不合格者に係る総合得点

官Ａ採用試験第１次試験 及び総合順位

秋田県警察官Ａ、女性警察 〃 ３６ 受験者に係る総合得点、

官Ａ採用試験第２次試験 試験種別得点及び総合順

位

秋田県警察官Ｂ、女性警察 〃 ９ 不合格者に係る総合得点

官Ｂ採用試験第１次試験 及び総合順位
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秋田県警察官Ｂ、女性警察 〃 １７ 受験者に係る総合得点、

官Ｂ採用試験第２次試験 試験種別得点及び総合得

点

秋田県警察官Ｂ共同試験第 〃 １ 不合格者に係る総合得点

１次試験 及び総合順位

秋田県公立高等学校入学者 教育委員会 ５，２２９ 各教科の得点及び合計得

選抜学力検査 点

秋田県公立高等学校入学者 〃 ９ 後期選抜問題の検査得点

選抜後期選抜試験

秋田県調理師試験 健康推進課 １３ 総合得点及び科目別得点

毒物劇薬取扱者試験 医務薬事課 ５ 科目別得点及び総合得点

准看護師試験 医務薬事課 ３ 科目別得点及び総合得点

登録販売者試験 医務薬事課 １２ 科目別得点及び総合得点

秋田県立衛生看護学院推薦 衛生看護学院 ３ 学力検査の科目別得点

入学試験

秋田県立衛生看護学院一般 〃 ３ 学力検査の科目別得点

入学試験（保健科・助産科

・看護科）

クリーニング師試験 生活衛生課 ５ 科目別得点及び総合得点

技能検定（前期）（１級、 雇用労働政策課 １ 科目別得点

２級、単一等級）

技能検定（後期） 〃 ２ 科目別得点

職業訓練指導員試験 〃 １ 科目別得点

職業訓練指導員試験（１１ 〃 １ 科目別得点

月１１日実施）

職業訓練指導員試験（１１ 〃 １ 総合得点及び総合順位

月２７日実施）

秋田県立技術専門校入学選 〃 ２ 科目別得点及び総合得点

考試験（高校卒業コース一

般入校選考試験）

秋田県立技術専門校入学選 〃 ２ 科目別得点及び総合得点

考試験（高校卒業コース一

般入校選考試験２次・追加

１）
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秋田県立技術専門校入学選 〃 １ 科目別得点及び総合得点

考試験（高校卒業コース一

般入校選考試験３次・追加

２）

砂利採取業務主任者試験 河川砂防課 ４ 科目別得点及び総合得点

国際教養大学の学部の入学 国際教養大学 １１８ 得点（個別学力検査等の

者一般選抜試験 各教科別得点及び総合得

点）及び評価（総得点の

ランク）（不合格者に係

るものに限る。）

国際教養大学の学部の入学 〃 ８６ 得点（英語小論文及び面

者特別選抜試験（推薦入学、 接並びに総得点）及び評

ＡＯ・高校留学生選抜及び 価（総得点のランク）（不

帰国生選抜） 合格者のものに限る。）

県立大学大学院研究科入学 県立大学 １２ 科目別得点及び総合得

者選抜試験 点、総得点のランク（不

合格者のものに限る）

合 計 ５，６７４

（注） 簡易開示：実施機関があらかじめ定めた個人情報については、口頭により開示

請求を行い、即時に開示を受けることができるという制度です。
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２ 実施機関別開示請求の状況

実施機関別の開示請求は、教育委員会の5,238件が最も多く請求全体の

約92.0％を占め、次いで国際教養大学及び県立大学が216件で請求全体の

約3.8％、人事委員会が161件で請求全体の約2.8％、知事部局が66件で請

求全体の約1.2％、公安委員会・警察本部が9件で請求全体の約0.2％とな

っています。

なお、次の表には、開示請求のなかった知事部局の総務部、企画振興

部、農林水産部、出納局のほか、議会、選挙管理委員会、監査委員、労

働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会の

各実施機関の掲載を省略しています。

区 分 文 書 簡 易 合 計

知 事 部 局 ７ ５９ ６６

健康福祉部 ４ ３９ ４３

生活環境部 ２ ５ ７

産業労働部 １ １１ １２

建設交通部 ４ ４

教 育 委 員 会 ５，２３８ ５，２３８

人 事 委 員 会 １６１ １６１

公安委員会・警察本部 ９ ９

国際教養大学及び県立大学 ２１６ ２１６

計 １６ ５，６７４ ５，６９０

３ 個人情報の訂正請求、是正の申出、苦情の申出の状況

各実施機関が保有する個人情報の取扱いに関する訂正の請求、是正の

申出、苦情の申出はありませんでした。

４ 事業者が取扱う個人情報の保護の状況

事業主に対する指導及び助言、説明又は資料提出の要求、勧告又は公

表はありませんでした。
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５ 不服申立ての状況

行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して平成２２年度に不

服申立てがなされたものは４件で、前年度繰越分１件を含めた５件の処

理状況は次のとおりです。

秋田県個人情報保護審査会 異議申立てに対す

諮問 異議申 件 名 担当 る決定等の内容

番号 立年月 諮問 答申 答申 決定 決 定 内

年月日 年月日 内容 年月日 容

児童虐待事案に係る受付

21 H22.1.29 相談票及び指導経過記録 児童相談所 H22.2.5 H22.9.1 非訂正とした H22.9.21 棄却

の非訂正決定処分に対す 決定は妥当

る異議申立てに関する件

児童虐待事案に係る受付

22 H22.4.16 相談票及び指導経過記録 児童相談所 H22.4.27 H22.9.1 非訂正とした H22.9.21 棄却

の非訂正決定処分に対す 決定は妥当

る異議申立てに関する件

児童虐待事案に係る受付

23 H22.4.16 相談票及び指導経過記録 児童相談所 H22.4.27 H22.9.1 非訂正とした H22.9.21 棄却

の非訂正決定処分に対す 決定は妥当

る異議申立てに関する件

児童虐待事案に係る受付

24 H22.4.16 相談票及び指導経過記録 児童相談所 H22.4.27 H22.9.1 非訂正とした H22.9.21 棄却

の非訂正決定処分に対す 決定は妥当

る異議申立てに関する件

児童虐待事案に係る報告 非訂正とした

25 H22.5.14 書の非訂正処分に対する 公安委員会 H22.5.27 H22.9.1 決定は妥当 H22.9.9 棄却

審査請求に関する件
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６ 個人情報保護審査会の運営状況

秋田県個人情報保護審査会は、秋田県個人情報保護条例第３４条の規

定に基づいて設置された知事の附属機関であり、平成２２年度は５回の

開催がありました。

【秋田県個人情報保護審査会委員名簿（五十音順）】

会長代理 加 賀 勝 己 弁 護 士

会 長 内 藤 徹 弁 護 士

坂 本 哲 也 秋田県医師会副会長 秋田緑が丘病院

統括顧問

佐々木 有 紀 国際教養大学国際教養学部講師

渡 部 毅 ノースアジア大学法学部教授

※ 任期（自：平成２２年１０月１７日～至：平成２４年１０月１６日）

７ 実施機関の事務登録の状況

秋田県個人情報保護条例第６条の規定に基づく、実施機関における個

人情報取扱事務の登録事務数は1,934件となっております。

登録された1,934件の内訳は、知事部局が1,435件、その他実施機関が

499件となっています。平成２２年度末現在の実施機関別・部局別個人情

報取扱事務登録件数は次のとおりです。

登録事務数 事務登録数

1,435 19
84 7
90 8
421 143
223 9
290 4
140 5
168 4
19 33
14 25
202 14

12
1,934

監 査 委 員 事 務 局

実施機関名 実施機関名

総 務 部

公安委員会・警察本部

出 納 局
建 設 交 通 部
産 業 経 済 労 働 部
農 林 水 産 部

健 康 福 祉 部

内水面漁場管理委員会
海 区 漁 業 調 整 委 員 会
収 用 委 員 会
労 働 委 員 会

計

教 育 委 員 会

人 事 委 員 会 事 務 局
選 挙 管 理 委 員 会知 事 部 局

企 画 振 興 部

県 立 療 育 機 構
県 立 病 院 機 構
県 立 大 学
国 際 教 養 大 学

生 活 環 境 部

議 会 事 務 局
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Ⅱ 資料

１ これまでの取り組み状況

年 月 事 項

H11. 8 ・個人情報保護制度に関するモニターアンケート調査実施（対象者：200人）

9 ・個人情報保護に関する民間アンケート調査実施〔対象事業者：313（うち県出資法

人63）〕

10 ・秋田県個人情報保護制度懇談会設置（以降平成12年3月までに6回開催）

H12. 3 ・秋田県個人情報保護制度懇談会会長から知事に対し、「秋田県における個人情報保

護制度のあり方について（提言）」の提出

8 ・秋田県個人情報保護制度大綱策定

9 ・秋田県個人情報保護制条例（案）を県議会９月定例会に提出

10 ・秋田県個人情報保護制条例（案）が県議会９月定例会で可決

・「秋田県個人情報保護条例」公布（秋田県条例第１３８号）（平成13年4月1日施行）

・「秋田県個人情報保護審査会規則」の制定

11 ・県出資法人に対する個人情報保護条例に関する説明会

H13. 2 ・条例に関する職員への説明会

・「知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則」の制定

・「事業者が取り扱う個人情報の保護に関する規則」の制定

3 ・個人情報保護事務取扱要綱の制定

・個人情報保護条例の解釈及び運用基準の制定

・リーフレットの作成・配付（県民向け、事業者向け、職員向け）

・ポスターの作成・配付（県民向け）

・個人情報保護ガイドブックの作成・配付（事業者向け）

・「個人情報保護事務の手引き」の作成・配付

・個人情報開示申請書等諸用紙の作成

9 ・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）を９月定例会に提出

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）が９月定例会で可決

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例の公布（平成14年4月1日施行）

H14. 6 ・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）を６月定例会に提出

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）が６月定例会で可決

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例の公布（平成14年7月9日施行）

9 ・個人情報の適正管理に関する研修会

H15. 2 ・苦情相談を受け事業者に対し指導・助言を行った。
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年 月 事 項

H15.12 ・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）を１２月定例会に提出

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）が１２月定例会で可決

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例の公布（平成15年12月22日施行）

（平成16年 4月 1日施行）

・苦情相談を受け事業者に対し内容の照会と資料の送付を行った

H17. 2 ・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）を２月定例会に提出

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）が２月定例会で可決

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例の公布（平成17年4月1日施行）

（平成18年4月1日施行）

3 ・職員に対する個人情報の相談業務等に関する説明会

H18. 2 ・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）を２月定例会に提出

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）が２月定例会で可決

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例の公布（平成18年4月1日施行）

（刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成17年法律第50号）の施行の日

から施行）

H19. 6 ・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）を６月定例会に提出

・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）が６月定例会で可決

7 ・秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例の公布（平成19年10月1日施行）

（郵政民営化法等の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律（平成１７年１０

月２１日法律第１０２号）の施行の日から施行）

H21. 3 ・秋田県統計調査条例の全部を改正する条例の附則により秋田県個人情報保護条例

の一部を改正（平成21年4月1日施行）

（秋田県統計調査条例（平成２１年３月１９日条例第１４号）の施行の日から施

行）

H22. 1 ・苦情相談を受け事業者に対し内容の確認と資料の送付を行った。

２ 個人情報保護審査会の開催等状況

審 査 会 年 月 日 事 項

第３６回 H22.5.12 ・諮問第２１号（概要について）

第３７回 H22.6.24 ・諮問第２１号から第２４号、諮問第２５号（事案審議）

第３８回 H22.7.29 ・諮問第２１号から第２４号、諮問第２５号（意見陳述）

第３９回 H22.9.1 ・諮問第２１号から第２４号、諮問第２５号（答申案について）

第４０回 H22.12.10 ・諮問第２６号（事案審議）、会長の選任、会長代理の選任、

議事録署名委員の指名について
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諮問庁：秋田県知事

諮問日：平成２２年２月 ５日（諮問第２１号）

平成２２年４月２７日（諮問第２２号～２４号）

答申日：平成２２年９月 １日（答申第２５号）

事件名：児童虐待事案に係る受付相談票及び指導経過記録の非訂正決定処分に

対する異議申立てに関する件

答 申

第１ 審査会の結論

児童虐待事案に係る受付相談票及び指導経過記録（以下「本件対象文書」

という。）に記載された個人情報の訂正請求につき、秋田県知事（以下「実

施機関」という。）が非訂正とした決定は、妥当である。

第２ 諮問事件の内容

１ 諮問第２１号

(1) 異議申立てに至る経緯

ア 訂正請求

異議申立人は、平成２２年１月５日付けで、秋田県個人情報保護条例

（平成１２年秋田県条例第１３８号。以下「条例」という。）２４条１

項の規定に基づき、実施機関に対し、本件対象文書に記載されている児

童虐待に係る通報の受付時刻について、「ＰＭ０７：００」から「２０

時１０分」に訂正を求める請求（以下「第２１号訂正請求」という。）

を行った。

イ 実施機関の決定
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実施機関は、平成２２年１月２１日付けで、第２１号非訂正請求に係

る個人情報については訂正しないこととする個人情報非訂正決定（以下

「第２１号非訂正決定」という。）を行い、条例２６条の２の規定に基

づき異議申立人に通知した。

ウ 異議申立て

異議申立人は、平成２２年１月２９日付けで、第２１号非訂正決定を

不服として、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号。以下「法」

という。）６条の規定に基づき、実施機関に対して異議申立てを行った。

(2) 異議申立人の主張の要旨

ア 理由説明書では、受付相談票に記録されている受付時刻は、要保護児

童に関する情報として●●警察署から第一報を受けたおおよその時刻で

ある午後７時を記録したものとあるが、同じ事案で秋田県警察本部長か

ら開示を受けた書類には、●児童相談所への連絡時刻として２０時１０

分と記載されている。

イ 第一報を受けた時刻からの業務内容と庁舎警備システムの退庁記録か

ら当該時刻に誤りはないとしているが、庁舎警備システムの退庁記録が

受付時刻を証明するものにはならない。また、●児童相談所が入居して

いる建物には違う機関も同居しており、庁舎警備システムの退庁記録が

●児童相談所の職員が退庁した時刻との証明にもならない。

(3) 諮問庁の説明の要旨

ア 受付相談票に記載されている受付時刻は、要保護児童に関する情報と

して●●警察署から第一報を受けたおおよその時刻である午後７時を記

録したものである。その後、１時間程度●●警察署員と通報のやりとり

をして●●警察署に赴くために退庁しており、退庁記録及び公用車運行

記録に照らしても当該時刻に誤りはない。

イ ●児童相談所への要保護児童に関する情報は、相手方の意図として必
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ずしも通告という形でもたらされるとは限らず、相談や情報提供等の形

態でもたらされることも多いことから、●児童相談所では外部からの個

人を特定できる情報については、すべて通告と捉えて受付相談票を起こ

しているものである。

したがって、●●警察署からの第一報の連絡をもって通告と捉え、当

該時刻を受付相談票に記録していることは適正なものである。

ウ 秋田県警察本部長から異議申立人に開示されている文書の連絡日時欄

の時刻は、●●警察署が●児童相談所との間で複数回にわたり情報交換

や連絡等をした後、本通告として連絡した時刻の２０時１０分を記載し

たものであり、●児童相談所が通告として捉えた時刻と相違があるから

といって矛盾が生じるものではない。

２ 諮問第２２号

(1) 異議申立てに至る経緯

ア 訂正請求

異議申立人は、平成２２年１月１８日付けで、条例２４条１項の規定

に基づき、実施機関に対し、本件対象文書に記載されている●児童相談

所職員が●●警察署を訪問した時刻について、「ＰＭ８：３０」から「Ｐ

Ｍ９：３０」に訂正を求める請求（以下「第２２号訂正請求」という。）

を行った。

イ 実施機関の決定

実施機関は、平成２２年２月１５日付けで、第２２号訂正請求に係る

個人情報については訂正しないこととする個人情報非訂正決定（以下「第

２２号非訂正決定」という。）を行い、条例２６条の２の規定に基づき

異議申立人に通知した。

ウ 異議申立て



- 13 -

異議申立人は、平成２２年４月１６日付けで、第２２号非訂正決定を

不服として、法６条の規定に基づき実施機関に対して異議申立てを行っ

た。

(2) 異議申立人の主張の要旨

ア ●児童相談所職員が●●警察署に到着した時刻としている午後８時３

０分は夫がまだ警察署にいない時刻であり、●児童相談所職員は●●警

察署に着いてから直ぐに夫と面談している。

イ 夫の入院先のカルテには一時退院をした時刻が記載されており、その

数十分後に●●警察署へ夫が到着し、到着後数十分後に●児童相談所職

員が到着しているため午後９時半頃になる。

ウ 庁舎警備システムの退庁記録に「８：１４」と残っていることを理由

に訂正を拒否しているが、施錠後車に乗り発進するまで５分を要すので

ないか。それから●●警察署まで１０分で到着するのは無理である。

(3) 諮問庁の説明の要旨

ア ●●警察署から第一報を受け、複数回にわたる電話連絡の後、午後８

時１０分頃に通報への対応のため職員２名が公用自動車で出張してい

る。公用自動車の自動車使用簿の記録によると、運行時間は２０時００

分から翌日０時３５分となっている。また、庁舎警備システムの記録に

よると午後８時１４分に施錠したことになっていることから、●●警察

署に到着した時刻は午後８時３０分頃と推定できる。

イ ●児童相談所職員は●●警察署到着後に署員から聞き取り確認し、そ

の後午後９時頃から午後１０時３０分頃まで児童、父、母、再び児童の

順番で面接等を行っていることから考えても、受付相談票に記録されて

いる午後８時３０分は、ほぼ妥当な時刻である。

３ 諮問第２３号
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(1) 異議申立てに至る経緯

ア 訂正請求

異議申立人は、平成２２年２月１７日付けで、条例２４条１項の規定

に基づき、実施機関に対し、本件対象文書に記載されている異議申立人

との面接に係る内容について、「ＰＭ１０：１５ 生活安全課隣の取調

室にて 母親と面接 ●●児童福祉司、警察官１名同席」から「ＰＭ９

：５０ 生活安全課隣の取調室にて 母親と面接 ●●児童福祉司、●

●児童福祉司、警察官１名同席」に訂正を求める請求（以下「第２３号

訂正請求」という。）を行った。

イ 実施機関の決定

実施機関は、平成２２年３月１７日付けで、第２３号訂正請求に係る

個人情報については訂正しないこととする個人情報非訂正決定（以下「第

２３号非訂正決定」という。）を行い、条例２６条の２の規定に基づき

異議申立人に通知した。

ウ 異議申立て

異議申立人は、平成２２年４月１６日付けで、第２３号非訂正決定を

不服として、法６条の規定に基づき実施機関に対して異議申立てを行っ

た。

(2) 異議申立人の主張の要旨

ア 面接時刻について

(ア) 当所で再度調査をしたとしているが、身内だけの聞き取りは本当の

意味で調査と呼べないと考える。

(イ) 携帯電話の料金明細内訳書に記録されている当日午後１０時３７分

には●児童相談所の前で電話しており、午後１０時１５分から●●警

察署で面接をしたということはあり得ない。

イ 児童福祉司の氏名の追記について
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(ア) 面接者について●児童相談所も２人と認めている。

(イ) 開示された書類を見ると、その場に●●児童福祉司がいたことが客

観的にわかる記載になっていない。

(3) 諮問庁の説明の要旨

ア 面接時刻について

(ア) ●●警察署から再度聞き取り調査をしたところ、午後８時５０分頃

●児童相談所職員２名が児童及び父母と面接調査開始、午後１０時３

５分頃両親帰宅、午後１０時４０分頃●児童相談所職員が移送のため

児童と共に●●警察署を出発とのことであった。●児童相談所の受付

相談票の記載によると午後９時頃から児童、父、母、児童の順で面接

をし、午後１０時４０分に児童の移送を開始したことから、時間経過

について●●警察署の把握している時刻とほぼ一致している。これら

のことを勘案すると、●児童相談所が記録している母と面接した時刻

の午後１０時１５分は、ほぼ妥当な時刻と判断できる。

(イ) 異議申立人は午後１０時３７分に●児童相談所前にいたと主張する

が、上記(ア)のとおり午後１０時３５分頃に●●警察署を退庁してい

ることになっていることから矛盾するものである。また、証明書類と

して提出している携帯電話料金明細内訳書の通話開始時刻のみでは、

母親と面接した時刻が午後９時５０分頃であるとするには根拠が乏し

い。

イ 児童福祉司の氏名の追記について

受付相談票の担当者欄及び別紙記録の最終頁への氏名印でわかるとお

り、受付相談票は●●児童福祉司が作成した記録であることから、「●

●児童福祉司、警察官１名同席」という記載表現になっているものであ

る。したがって、●●児童福祉司が面接をしていることは明らかであり、

記載内容に特に誤りはない。
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４ 諮問第２４号

(1) 異議申立てに至る経緯

ア 訂正請求

異議申立人は、平成２２年２月１７日付けで、条例２４条１項の規定

に基づき、実施機関に対し、本件対象文書に記載されている審査請求人

との連絡記録について、「母に電話連絡」から「●●児相の職員から聞

いた連絡先に非通知にて電話連絡」に訂正を求める請求（以下「第２４

号訂正請求」という。）を行った。

イ 実施機関の決定

実施機関は、平成２２年３月１７日付けで、第２４号訂正請求に係る

個人情報については訂正しないこととする個人情報非訂正決定（以下「第

２４号非訂正決定」という。）を行い、条例２６条の２の規定に基づき

異議申立人に通知した。

ウ 異議申立て

異議申立人は、平成２２年４月１６日付けで、第２４号非訂正決定を

不服として、法６条の規定に基づき実施機関に対して異議申立てを行っ

た。

(2) 異議申立人の主張の要旨

ア 「母に電話連絡」との表現は●●児相談所職員と電話対応した●児童

相談所職員が、当日連絡先を知っていたことを意味するものであり、事

実と相違する。

イ 非訂正の理由として「記載するかどうかは実施機関の裁量による」と

あるが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では、正確性

の確保とあり、不利益になりうることを都合のいいような解釈で記載し

ても良いとはなっていない。

(3) 諮問庁の説明の要旨
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ア 指導経過記録への記載内容については、指導上必要となる事項につい

て記載するものであり、その方法や内容等は実施機関の方針によるもの

である。

イ ●児童相談所では「母に電話連絡」したという基本的な客観的事実を

指導経過記録の見出しとして記載しているものであるので、訂正は不要

と判断した。

第３ 調査審議の経過

当審査会は、諮問第２１号から第２４号について、次のとおり調査審議を

行った。

(1) 平成２２年２月 ８日 諮問の受け付け（第２１号）

(2) 平成２２年３月 ４日 諮問庁から非訂正理由説明書を収受（第２１

号）

(3) 平成２２年３月３１日 異議申立人から意見書を収受（第２１号）

(4) 平成２２年４月３０日 諮問の受け付け（第２２号～第２４号）

(5) 平成２２年５月１２日 審議（第２１号）

(6) 平成２２年６月１０日 諮問庁から非訂正理由説明書を収受（第２２

号～第２４号）

(7) 平成２２年６月２４日 審議（第２１～第２４号）

(8) 平成２２年７月２９日 諮問庁が意見陳述（第２１号～第２４号）

(9) 平成２２年９月 １日 審議（第２１号～第２４号）

第４ 審査会の判断理由

１ 条例の趣旨

(1) 条例は２４条１項で「何人も、第２１条第１項又は第２２条第２項の

規定により開示を受けた自己を本人とする個人情報の内容が事実でない
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と思料するときは、実施機関に対し、その訂正の請求をすることができ

る。」と定めている。これは、自己を本人とする個人情報が正確でない

場合における誤った行政処分がなされるおそれや本人の不安感などに適

切に対応するため、訂正請求を条例上の権利として位置付けたものであ

る。

(2) 訂正請求について、条例は２６条で「実施機関は、訂正請求があった

場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請

求に係る個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該

個人情報の訂正をしなければならない。」と定めている。つまり、実施

機関は、同条の規定に基づき、訂正請求に理由があると認められれば訂

正義務があるが、一方でそれは、「個人情報を取り扱う事務の目的の達

成に必要な範囲内」に限定されている。

２ 本件訂正請求について

児童虐待が疑われる事案について通告があった場合、児童相談所は一

時保護等の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく行政上の

措置を実施する。本件対象文書は、児童虐待が疑われる事案について●

児童相談所が●●警察署より第一報を受けてから児童の一時保護までの

経緯を記録した文書であることから、「個人情報を取り扱う事務の目的」

は児童相談所の一時保護処分が妥当であるかどうかの判断に利用するこ

とにあると考えられる。

本件訂正請求の内容は、時間的な誤差の修正や必要以上の詳細な記載

を求めるものであるが、これらは児童の安全等と直接関係するものでは

なく、異議申立人の主張にあるような訂正をしたからといって、一時保

護の妥当性や必要性の判断について影響を与えるものではないことか

ら、本件のような事案は「事務の目的の達成に必要な範囲」にあるとは
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言えず、当該個人情報を訂正する必要性は認められない。

３ 異議申立人の主張について

上記２のとおり、本件訂正請求については訂正の必要性は認められな

いが、念のため異議申立人の主張について検討することとする。

(1) 諮問第２１号について

異議申立人は秋田県警察本部長から個人情報開示請求により開示を受

けた文書を証拠書類として提出しており、当該文書に記載されている●

●警察署から●児童相談所への連絡時刻「２０時１０分」と、●児童相

談所の受付相談票に記載されている通告の受付時刻「ＰＭ０７：００」

とが矛盾すると主張する。

一方諮問庁は、●●警察署からの第一報の連絡をもって通告と捉え当

該時刻を受付相談票に記録したもので、秋田県警察本部長から異議申立

人に開示された文書の連絡時刻は●●警察署が本通告として児童相談所

に連絡した時刻を記載したものであることから、矛盾が生じるものでは

ないと主張する。

当審査会では、秋田県警察本部長に対し当該時刻の記載について確認

したが、諮問庁の説明と相違するところが無かったことから、それぞれ

の文書に記載されている時刻についてはどちらも事実であると判断でき

る。したがって、異議申立人の主張を認めることはできない。

(2) 諮問第２２号について

異議申立人は、●児童相談所職員が、●●警察署に着いてからすぐ夫

と面接しており、午後８時３０分は夫がまだ、●●警察署にいない時刻

であるとして、夫の入院先から口頭で聴取した内容について自ら作成し

た書類を、事実を証明する資料として提出している。

一方諮問庁は、庁舎警備システムの退庁記録や公用自動車運行記録な
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どから●●警察署に到着した時刻がおおよそ午後８時３０分頃であり、

●児童相談所職員は●●警察署到着後に署員から聞き取り確認し、その

後午後９時頃から午後１０時３０分頃まで児童、父、母、再び児童の順

番で面接等を行っていると主張している。

この諮問庁の主張については特段不自然な点はなく、●児童相談所の

記載が事実であることに一定の合理性があると判断できるうえに、異議

申立人が提出した書類については、当該記録が事実でないことを証明す

るために必要な相当程度の資料とは認めらない。したがって、異議申立

人の主張を認めることはできない。

(3) 諮問第２３号について

異議申立人は●児童相談所職員と面接した時間が事実でないことを証

明する資料として携帯電話料金明細内訳書を提出しているが、諮問庁は

通話記録だけでは面接時刻が午後９時５０分であるとする根拠が乏しい

と主張している。

当該明細内訳書では午後１０時３７分に通話をしていることは確認で

きるが、その情報からは異議申立人が主張するように、当該時刻に●児

童相談所前にいたと確認することはできないことから、異議申立人の主

張を証拠づけるものとして認めることはできない。

また、異議申立人は受付相談票の記載では面接の場に●●児童福祉司

がいたことが客観的にわからないと主張し、それに対して諮問庁は●●

児童福祉司が作成した記録であることから受付相談票にある記載表現に

なっているのであって、記載内容に誤りはないと主張している。

本件対象文書を見分したところ、当該文書には●●児童福祉司が作成

した記録として押印が認められ、その内容から●●児童福祉司が面接し

ていることが明らかであると判断される。したがって、異議申立人の主

張を認めることはできない。
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(4) 諮問第２４号について

異議申立人は「母に電話連絡」との表現は●児童相談所職員が当日連

絡先を知っていたことを意味するものであり事実と相違すると主張し、

諮問庁は、基本的な客観事実を指導経過記録の見出しとして記載してい

るものであるので、訂正は不要であると主張する。

条例で定める訂正請求制度では、訂正請求者がより詳細に記載するこ

とを請求した場合であっても、個人情報を取り扱う事務の目的との関係

において、請求の趣旨に沿うまでの内容を記録する必要がない場合は、

請求を拒否することができるとされている。当該請求で訂正を求めてい

る内容は、諮問庁が主張するように指導経過記録の見出し部分に係るも

のであり、その事務の目的から当該部分を訂正しなければならないほど

の必要性はないと判断されることから、異議申立人の主張を認めること

はできない。

４ 本件非訂正決定の妥当性について

以上のことから，本件訂正請求に係る個人情報は、条例２６条の規定に

より訂正しなければならない場合に該当するとは認められないので、実施

機関が非訂正とした決定については、妥当であると判断した。
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第５ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名

会 長 内 藤 徹 弁護士

会長代理 加 賀 勝 己 弁護士

福 田 光 之 中通総合病院院長

渡 部 毅 ノースアジア大学法学部教授
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諮問庁：秋田県公安委員会

諮問日：平成２２年５月２７日（諮問第２５号）

答申日：平成２２年９月 １日（答申第２６号）

事件名：児童虐待事案に係る報告書の非訂正決定処分に対する審査請求に関す

る件

答 申

第１ 審査会の結論

児童虐待事案に係る報告書（以下「本件対象文書」という。）に記載され

た個人情報の訂正請求につき、秋田県警察本部長（以下「実施機関」という。）

が非訂正とした決定は、妥当である。

第２ 審査請求に至る経緯

１ 訂正請求

審査請求人は、平成２２年３月１５日付けで、秋田県個人情報保護条例

（平成１２年秋田県条例第１３８号。以下「条例」という。）２４条１項

の規定に基づき、実施機関に対し、本件対象文書に記載されている審査請

求人が●●警察署に来署した時刻について、「午後８時」から「午後８時

２０分以降」に訂正を求める請求（以下「本件訂正請求」という。）を行

った。

２ 実施機関の決定

実施機関は、平成２２年４月９日付けで、本件訂正請求に係る個人情報

については訂正しないこととする個人情報非訂正決定（以下「本件非訂正



- 24 -

決定」という。）を行い、条例２６条の２の規定に基づき審査請求人に通

知した。

３ 審査請求

審査請求人は、平成２２年５月１４日付けで、本件非訂正決定を不服と

して、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）５条の規定に基づき、

秋田県公安委員会に対して審査請求を行った。

第３ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、本件非訂正決定を取り消し、個人情報訂正決定

を求めるというものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人が主張する審査請求の理由は、おおむね次のとおりである。

(1) 入院先のカルテを見てわかるとおり、午後８時にはまだ病院にいて●

●警察署に到着するまで２０分から３０分程度かかることから、午後８

時には警察署にはいない。

非訂正理由として「午後８時２０分以降とすべき具体的な証明資料が

なく、証明不可能な推測に基づいて訂正することは不可能だ」とあるが、

病院のカルテに記載されている時刻以降から、出かける準備の所要時間、

●●警察署までの移動時間の証明の方法はあるのか尋ねたい。

(2) 非訂正理由として「緊急時の場合は、詳細に記録することは事実上不

可能」とあるが、これは調書そのものが曖昧なもの、または不確かなも

の、作られたものでも仕方がないと言っているようなものである。行政

機関の保有する個人情報保護に関する法律の中では正確性の確保とあ
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り、母親が訂正請求した際に担当者が口にした「責任を持って作成され

たもの」という言葉から、緊急時は曖昧なもので仕方ないというもので

はない。

(3) カルテの一部に「２０：００」とあり、同時刻頃に同じ人間が警察署

と病院にいることは不可能である。審査請求人が●●警察署に着く前に

児童相談所職員を呼んでいた事実を曲げ、到着してから連絡した内容に

しているため、請求した内容で訂正してしまうと警察が作ったシナリオ

の内容が変わるために請求を認めないものにしているとしか思えない。

第４ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁は、本件訂正請求に対して本件非訂正決定を行った理由を次のとお

り説明している。

１ 個人情報を取り扱う事務の目的

(1) 本件対象文書の作成根拠

本件対象文書は、秋田県少年警察活動要綱８８条２項に基づき児童虐

待事案及びその疑いのある事案を認知した警察署長から警察本部少年課

長に報告することとされている報告書である。報告の時期については、

同条１項で「急を要し当該報告書を作成して報告するいとまがない場合

は、事後遅滞なく当該書面を作成し報告すること」とされている。

(2) 作成目的

児童虐待容疑事案を取り扱った警察署が、児童虐待の可能性があると

認めた経緯などを明らかにすることで恣意的判断を排除し、警察署長と

少年課長への報告を通じてその適法性、妥当性を検証した上で以後の組

織的対応に資することにある。

このため、本件対象文書は児童虐待を受け、又は受けた疑いがあると

認めた理由を明確にすることを主たる目的として作成されている。
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２ 訂正請求の対象である記載の性格

本件対象文書は、児童通告と児童相談所による児童の一時保護の後、遅

滞なくその状況をまとめたもので、父親の来署時刻を明確に確定できる記

録がなかったため、ある程度の幅を持たせる記載とせざるを得なかったも

のである。

この記載自体は、特定個人の識別を可能とする情報、特定個人の属性情

報及び客観的な正誤の判定になじむ事項のいずれにも該当するとは認めら

れないほか、審査請求人の権利利益を侵害する記載とも認められないもの

と判断した。

３ 正確性の確保の観点

実施機関が保有する個人情報は正確であるべきことは勿論である。しか

し、本件対象文書のように、児童の一時保護を必要とするか否かを緊急に

判断し事後遅滞なく書面報告を求められている場合などには、記載すべき

事項のすべてを正確かつ詳細に記載しなければならないということは不可

能である。

そのため、本件訂正請求の対象となった記載については、個人情報を取

り扱う事務の目的に照らして詳細な記載までを必要としない部分であり、

個人の権利利益の侵害や事実を歪曲させてしまう恐れなどの支障も生じさ

せていないことから概括的な記載ではあるが是認すべき範囲と認めたもの

である。

本件対象文書では、父親の来署時刻を「８時ころ」と幅を持たせて記載

しており、「８時」と断定したものではない。審査請求人は「午後８時２

０分以降に訂正を求める」と主張するが、前述のとおりの性格を有する部

分であることと、午後８時２０分以降とする明確な根拠もないままに訂正

に応ずることは却って正確性を損なうこととなるため、これに応ずること
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はできないと認めたものである。

第５ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり調査審議を行った。

(1) 平成２２年５月２７日 諮問の受け付け

(2) 平成２２年５月３１日 諮問庁から非訂正理由説明書を収受

(3) 平成２２年６月２４日 審議

(4) 平成２２年７月２９日 諮問庁が意見陳述

(5) 平成２２年９月 １日 審議

第６ 審査会の判断理由

１ 条例の趣旨

(1) 条例は２４条１項で「何人も、第２１条第１項又は第２２条第２項の

規定により開示を受けた自己を本人とする個人情報の内容が事実でない

と思料するときは、実施機関に対し、その訂正の請求をすることができ

る。」と定めている。これは、自己を本人とする個人情報が正確でない

場合における誤った行政処分がなされるおそれや本人の不安感などに適

切に対応するため、訂正請求を権利として位置付けたものである。

(2) 訂正請求について、条例は２６条で「実施機関は、訂正請求があった

場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請

求に係る個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該

個人情報の訂正をしなければならない。」と定めている。つまり、実施

機関は、同条の規定に基づき、訂正請求に理由があると認められれば訂

正義務があるが、一方でそれは、「個人情報を取り扱う事務の目的の達

成に必要な範囲内」に限定されている。
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２ 本件訂正請求について

児童虐待が疑われる場合、警察は児童相談所に通告する等の必要な措

置を執ることとなり、児童相談所は一時保護等の児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）に基づく行政上の措置を実施する。諮問庁の説明に

よると、本件対象文書は、児童虐待を受け、又は受けた疑いがあると認

めた理由を明確にすることを主たる目的としていることから、「個人情

報を取り扱う事務の目的」は、児童の安全確保の観点から児童相談所へ

の通告等の措置が妥当であるかどうかの判断に利用することにあると考

えられる。本件訂正請求の内容は時間的な誤差を言っており、来署時刻

そのものは児童の安全等と直接関係するものではなく、審査請求人の主

張にあるような訂正をしたからといって、児童相談所への通告の妥当性

や必要性の判断について影響を与えるものではないことから、本件のよ

うな事案は「事務の目的の達成に必要な範囲」にあるとは言えず、当該

個人情報を訂正する必要性は認められない。

３ 審査請求人の主張について

上記２のとおり、本件訂正請求については訂正の必要性は認められない

が、念のため審査請求人の主張について検討することとする。

審査請求人は、訂正請求の際に証拠としてカルテを添付しており、午後

８時にはまだ病院にいて、●●警察署に到着するまで２０分から３０分程

度かかることから、午後８時には●●警察署にはいないと主張する。当審

査会において見分したところ、カルテには「追記２０：００」との記載が

あることが確認できた。しかし、これは２０時に看護師が追記をしたいう

事実を示すものであり、審査請求人が当該時刻に病院にいたことを示すも

のではないから、審査請求人の主張を証拠づけるものとして認めることは

できない。
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４ 本件非訂正決定の妥当性について

以上のことから，本件訂正請求に係る個人情報は、条例２６条の規定に

より訂正しなければならない場合に該当するとは認められないので、実施

機関が非訂正とした決定については、妥当であると判断した。

第７ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名

会 長 内 藤 徹 弁護士

会長代理 加 賀 勝 己 弁護士

福 田 光 之 中通総合病院院長

渡 部 毅 ノースアジア大学法学部教授
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答 申 第 ２ ７ 号

平成２２年１２月１０日

秋田県知事 佐 竹 敬 久 様

秋田県個人情報保護審査会

会 長 内 藤 徹

秋田県個人情報保護審査会における審議について（答申）

秋田県個人情報保護条例第９条第１項第７の規定に基づき諮問のあった次の案

件について、別紙のとおり答申します。

児童相談所が保有する児童虐待情報の提供について

（平成２２年１２月１日付け子－１４３１）
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別紙

諮問のあった事項については、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童か

ら臓器が提供されることがないようにするためのものであり、公益上の必要その

他相当の理由があると判断されることから、利用及び提供の制限に関する例外と

して、妥当な内容であると認められる。


